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江東区中小企業経営相談等及びセミナー業務運営事業委託 
 プロポーザル実施要領  

 
１ 事業の趣旨・目的 

本事業は区内の中小企業者及び創業希望者等に対して、経営、創業、税務、

労務、その他事業経営に関連する課題等の相談対応及びセミナーを体系的に

実施することにより、経営支援や創業育成等を行い、もって区内中小企業の

活性化と発展を図ることを目的とする。 

 

２ 業務概要 

（１）業 務 名 江東区中小企業経営相談等及びセミナー業務運営事業委託 

（２）業務内容 別紙「江東区中小企業経営相談等及びセミナー業務運営事

業委託仕様書」のとおり 

（３）契約期間 契約締結日の翌日から令和８年３月３１日 

   ※ただし、業務実績が良好かつ仕様に変更がない場合、契約を２回まで

更新することができる。 

 （４）委託上限額 金８１，７６２，０００円（税込） 

   ※令和７年度予算が上記金額より減少する場合、事業者選定後、契約前

に区担当者と事業実施内容について協議し、決定する。 

 

３ 参加資格 

企画提案に参加する者は、次に掲げる要件をすべて満たしていること。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定

に該当しないこと。 

（２）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申

立てをした者にあっては再生計画の認可がなされていない者、会社更生

法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てをした

者にあっては更生計画の認可がなされていない者でないこと。 

（３）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年

法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。）又はその構成員

の統制下にある法人ではないこと。 

（４）江東区競争入札参加有資格者指名停止措置要綱（２７江総経第３２８

１号）による指名停止を受けていないこと。 

（５）江東区における競争入札参加資格を有すること（東京電子自治体共同 
運営「電子調達サービス」による）。 

（６）東京都内に本社または事業所を有していること。  
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（７）直近５年度で中小企業支援の実績があること。  

（８）中小企業支援に関する業務に精通し、本委託業務を継続的、安定的に

遂行できる能力を有すると認められること。 

 

４ スケジュール 

（１）実施要領の公表期間  

令和７年２月３日（月）～３月５日（水） 

（２）質問受付期間  

令和７年２月３日（月）～２月１７日（月）午後５時必着 

（３）質問回答日  

令和７年２月２１日（金）午後５時 

（４）参加表明書提出期限  

令和７年３月３日（月）午後５時厳守 

（５）企画提案書提出期限  

令和７年３月５日（水）午後５時厳守 

（６）第１次審査  

令和７年３月７日（金）～３月１２日（水） 

（７）第２次審査  

令和７年３月２５日（火） 

（８）最終選定結果通知  

令和７年３月２６日（水） 

 

 

５ 業務実施項目 

（１）相談室管理業務（予約受付・管理・案内） 

（２）相談室運営業務（総合経営相談） 

（３）派遣相談業務（専門家派遣相談） 

（４）セミナー等運営業務 

（５）業務実施にかかる準備業務 

 

６ 質問の受付期間・方法及びその回答方法 

（１）受付期間 

令和７年２月３日（月）～２月１７日（月）午後５時必着 

（２）質問方法 

メールのみ受け付けるものとし、質問書（様式４）によること。 

（３）メール送付先 
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江東区地域振興部経済課融資相談係 

Ｅメール 0602050@city.koto.lg.jp 

（４）回答日時 

令和７年２月２１日（金）午後５時 

（５）回答方法 

質問への回答は区ホームページ（https://www.city.koto.lg.jp/102010/ 

2024keieisoudan_seminar_proposal.html）に掲示し、個別の回答は行わな

い。 

 

７ 参加表明書の留意事項 

（１）参加表明書の作成様式 

本事業のプロポーザルに参加を希望する者は、参加表明書（様式１）を

提出すること。 

なお、提出にあたっては、下記の書類も併せて提出すること。 

① 東京電子自治体共同運営サービスの競争入札参加資格審査受付票の写

し（裏面印鑑証明部分を含む） １部 

② 法人概要書（様式２） １部 

※法人概要等のパンフレットを添付すること。 

  ③ 中小企業支援の実績（様式３） １部 

 （２）提出期限 

令和７年３月３日（月）午後５時厳守 

※提出期限後に到着した書類は無効とする。 

（３）提出方法・提出場所 

持参（平日の午前９時～午後５時）又は郵送にて、Ｐ．７の「１３連絡

先」に提出すること。 

※持参の場合は事前に電話連絡を行うこと。 

 

８ 企画提案事項及び企画提案書の留意事項 

下記、書類を提出すること。 

※様式は、区ホームページ（https://www.city.koto.lg.jp/102010/ 

2024keieisoudan_seminar_proposal.html）からダウンロード可能。 

（１）法人概要書（様式２）  

   ※法人概要等のパンフレットを添付すること。 

（２）中小企業支援の実績（様式３） 

（３）企画提案書関係一式（様式５及び企画提案書） 

※企画提案書は、下記内容を盛り込み作成すること。また、様式５を

mailto:0602050@city.koto.lg.jp
https://www.city.koto.lg.jp/102010/
https://www.city.koto.lg.jp/102010/
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除き２５頁までとする。 

  ① 区の地域特性、区内中小企業の現状と課題、事業の趣旨・目的 

② 本実施要領Ｐ．２の「５業務実施項目」の内容 

③ 本事業を体系的に実施するための工夫 

④ 個人情報保護の方針及び対応内容 

（４）経費内訳書（様式６） 

（５）確認シート（様式７） 

 

【提出にあたっての留意事項】 

・提出部数は各１０部（正本１部、副本９部）とし、用紙は、原則Ａ４版縦

とすること。 

なお、正本１部のファイルには、正本であることと事業者名を明記し、副

本９部については、事業者名、ロゴマーク、所在地、代表者等、事業者を

特定できる情報を表示しないこと。なお、該当箇所へのマスキングも可と

する。 

・上記（１）～（５）の書類の順番でＡ４ファイルに綴じ、（１）～（５）の

インデックスを付した白紙ページを挿入すること。 

※白紙ページは頁数としてカウントしない。 

・正本の表紙に、「江東区中小企業経営相談等及びセミナー業務運営事業委託

企画提案書＋法人名」と明記し、背表紙には法人名のみ明記すること。 

・副本の表紙に、「江東区中小企業経営相談等及びセミナー業務運営事業委託

企画提案書」と明記し、背表紙には何も記載しないこと。 

（６）提出期限 

令和７年３月５日（水）午後５時厳守 

※提出期限後に到着した書類は無効とする。 

（７）提出方法・提出場所 

持参（平日の午前９時～午後５時）又は郵送にて、Ｐ．７の「１３ 連

絡先」に提出すること。 

※持参の場合は事前に電話連絡を行うこと。 

 

９ 評価基準及び評価方法 

（１）評価基準 

別紙「評価基準」のとおり 

（２）評価方法 

江東区中小企業経営相談等及びセミナー業務運営事業委託事業者選定

委員会（以下「選定委員会」という。）が、以下により審査する。 
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（３）第１次審査（書類審査） 

    提出された書類を基に審査し、書類審査配点の６０％以上の得点を獲

得した事業者のうち、上位３者を第２次審査参加者とする。 

第１次審査の結果は、令和７年３月１８日（火）までに全ての参加事

業者に電子メール及び書面により通知し、併せて、第２次審査対象者に

は審査の日時、場所等詳細を通知する。 

（４）第２次審査（プレゼンテーション及びヒアリング） 

本業務を受託した際に携わる担当者が参加し、企画提案書に沿って説

明を行うこと。 

１事業者あたり３０分（プレゼンテーション１５分、ヒアリング１５

分）とし、参加人数は４名までとする。 

プレゼンテーションに使用するパソコンは事業者が用意すること。 

（５）候補者の選定方法 

選定委員会の構成委員は、以下のとおり採点を行う。 

ア 失格者を除いた者のうち、上記（３）及び（４）の総合点が最も高い

者を、契約の相手方の候補者として選定する。 

イ 最高点の者が複数の場合は、経費内訳書の金額が最も安価な者を契約

の相手方の候補者として選定する。なお、金額も同額の場合については、

当該者は、当初提案の金額の範囲内で、経費内訳書を再作成し、再提出

された経費内訳書の金額が最も安価な者を契約の相手方の候補者として

選定する。 

  ウ 上記ア、イに関わらず、評価基準の総合点が６０％未満の場合は、候

補者として選定しない。 

（６）その他 
    次に掲げる事項に該当する者は、失格とする。 
  ア 提出した書類に虚偽の内容を記載した場合 
  イ 本実施要領に示した企画提案書等の作成及び提出に関する条件に違反

した場合 
  ウ 経費内訳書（様式６）の事業費総計が委託上限額を超える場合 
  エ 評価の公平性に影響を与える行為があった場合 

   オ 評価に関わる選定委員に対して、直接、間接を問わず故意に接触を求

めた場合 
  カ その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行った場合 
 

１０ 選定結果の通知・公表 

候補者選定後、選定又は非選定の結果を電子メール及び書面により通知
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する。また、契約締結後速やかに、下記項目を区ホームページ

（https://www.city.koto.lg.jp/102010/2024keieisoudan_seminar_propo

sal.html）に公表するとともに、担当課において閲覧に供するものとする。 

【公表事項】 

（１）候補者の名称、総合点及び選定理由 

（２）（１）以外の参加者の名称及び総合点 

※（１）以外の参加者の名称はＡＢＣ表記とし、総合点は点数順で

表記する。 

※参加者が２者の場合、次点者の得点は公表しない。 

 

１１ 契約手続における留意事項 

（１）選定された候補者と区との間で、委託内容、経費等について再度調整

を行った上で委託契約を締結する。 

（２）選定された候補者が、特別な事情等により契約を締結しない場合は、

速やかにＰ．７の「１３連絡先」に連絡の上、その理由を記載した辞退

届（任意様式）を提出すること。 

なお、この場合、次順位者を候補者とする。 

 

１２ その他留意事項 

（１）参加表明書が提出期限までに提出されなかった場合は、企画提案書を

提出できない。 

（２）参加表明書の提出後に辞退する場合は、速やかにＰ．７の「１３連絡

先」に連絡の上、その理由を記載した辞退届（任意様式）を提出するこ

と。 

（３）参加表明書や企画提案書の作成・提出、プレゼンテーションにかかる

費用及び旅費は、提出者の負担とする。 

（４）提出された参加表明書及び企画提案書等（以下「本提出物」という。）

は返却しない。 

（５）本提出物は、提出者の審査以外に提出者に無断で使用しない。 

なお、本提出物は、江東区情報公開条例に基づく公文書の開示請求の

対象となる。 

（６）本提出物の差替、訂正、再提出をすることはできない。ただし、区か

ら指示があった場合を除く。 

（７）企画提案書及び経費内訳書については、１者につき１提案に限る。 

（８）郵送及び電子メール等の事故については、区はいかなる責任も負わな

い。 

https://www.city.koto.lg.jp/102010/2024keieisoudan_seminar_propo
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（９） 書類等の作成に用いる言語、通貨及び単位は、日本語、日本円、日本

の標準時及び計量法（平成４年法律第５１号）に定める単位とする。 

（１０）本事業の実施及び予算額については令和７年第１回区議会定例会に

おける令和７年度当初予算が可決された場合において有効とするため、

中止又は変更となることがある。 

 

１３ 連絡先 

  江東区地域振興部経済課融資相談係 清水 

電 話：０３－３６４７－２３３１ 

メール： 0602050@city.koto.lg.jp 

郵送先：〒１３５－８３８３ 江東区東陽４－１１－２８ ４階２８番 

 

mailto:0602050@city.koto.lg.jp

